
宗
門
為
本

の
戒
律
思
想

(
上

田
)

宗
門
為
本
の
戒
律
思
想上

田

霊

城

江
戸
仏
教

の
検
討
は
、
幕
藩
体
制
と

の
関
係
、
教
団

の
問
題
、
宗
学

の
面
、

民
衆
教

化
の
面
、
習
俗
信
仰
と
し
て

の
仏
教
、
仏
教

の
堕
落

の
面
な
ど
各
方
面

か
ら
な
さ
れ
て
い
る
が
、
戒
律
運
動

の
検
討
も
等
閑

に
で
き
な

い
。

こ
の
小
論

は
枚
数

に
制
限
が
あ
る

の
で
、
細
部

の
論

証
は
他

の
機
会
に
譲

つ
て
、
江
戸
仏

教

の
戒
律
思
想
を
概
観

し
た
い
。

江
戸
期

の
興
律

運
動
は
、
僧
風
刷
新

、宗
門
革
新

の
意
図
を

有
す
る
点

で
は
、

当
時

の
廃
仏
論

へ
の
対
応
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
点

で
社
会
的
評
価
も

受

け
民
衆

の
期
待

も
大

き
か

つ
た
が
、
超
宗
派
的

な
運
動

と
は

な
ら
ず
、
逆
に

各
宗
門
為
本

の
性
格
が
強
く
な
り
、
戒
観

が
宗
学

に
融
合
さ
れ
、
排
他
的
な
戒

学
論
諏
を
繰
り
返

し
て
初
期

の
意
図
か
ら
離
れ
て
行
く
結
果

と
な
る
。

鎌
倉
期
、
大
悲
興
正
二
菩
薩
に
よ
る
興
律
運
動

の
結
果
形
成

さ
れ
た
律
宗
教

団
は
、
鑑
真

の
律
宗
と
は
異
な
る
。
別
受

為
本
の
印
度
中
国
的
伝
統
に
立

つ
鑑

真
に
対
し
て
、
鎌

倉
期
律

宗
は
通
受
為

本
の
戒
観
を
発
明
し
、
(鑑
真

の
超
宗
派

的
受

戒
権

に
対

し
て
、
鎌

倉
期
に
は
既
に
山
門

の
大
乗
戒
壇
が
別
立
し

て
新
仏

教

の
殆
ん
ど
が

こ
の
系
列
に
入
り
、
南
都
律
宗

は
南
都
六
宗

と
真
言
宗
、

そ
れ

に
臨
済
宗

の

一
部

の
人
に
受
戒
権
を
行
使
す

る
律
宗
団

で
あ

つ
た
。
そ

の
律
宗

が
、

近
世
ま
で
に
、
招

提
寺
、
戒

壇
院
、
泉
涌
寺
、
西
大
寺

の
四
ケ
本
山
を
有

す

る
四
派

と
し
て
定
着

し
、
各
派

を
中
心
に
受
戒
権
を
行
使

し
、
前

三
者

は
元

照

(資
持
家
)

に
依
拠
し
て
円
宗
戒
観
を
奉
じ

て
南
山

律

宗

の
正

系

を

標

榜

し
、
法
相
戒
観
に
拠

る
西
大
寺
派
と
対
立
し
て
い
た
。

近
世
興
律

の
始
祖
明
忍
を
評
し

て

「嘉
禎

の
追
齪
」
と
意
義

づ
け
た

の
は
、

元
政
の

「
明
忍
律
師
行
業
記
」
に
始
ま
り
、
以
後

の
諸
伝
も
皆

こ
れ

に
倣

つ
て

い
る
。
即
ち
、
嘉
禎

二
年
、
大
悲
興
正
ら
四
哲

の
自
誓
通
受
比
丘

の
誕

生
が
鎌

倉
期
興
律

の
発
端

と
な

つ
た
こ
と
を

ふ
ま
え
て
、
明
忍
を
鎌
倉
期
律
宗

の
再
興

者
と
位
置
づ
け
る
の

で
あ
る
。
明
忍
は
西
大
寺
に
律
学

し
た
。

こ
の
点
を
重
視

し
た
道
徴

の

「
明
忍
律
師
行
業
曲
記
」

は
、
明
忍
を
、
興

正
忍
性

両
菩
薩

の
戒

律
の
復
古
者

と
な
す

。
律
宗

の
中

で
も
西
大
寺
派
明
忍

の
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
出

さ
れ
る
。
従

つ
て
、

た
と
え
始
祖
明
忍
が
、
鑑
真

の
超
宗
派
的
戒
律

の
再
興
を

念
願

し
て
い
た
と
し

て
も
、
明
忍
以
後
の
楓
尾

、
野
中
寺
、
大
鳥

の
三
僧

坊
を

始
め
、
新
別

処
、
久
修
園
院
な
ど
江
戸
初
期

の
律
院
律
僧
に
は
、
南
山
道
宣
を

本
祖

と
し
明
忍
を
中
祖

と
す

る

一
宗
門
と
し
て
の
意
識
が
強
く
、
律
宗
為
本
を

標
榜
す

る
。

こ
の
こ
と
は
、

こ
れ
ら
僧
坊
の
僧
制

が
律
為
本
を
表
明

し
、
律
為

本
を
揚
言
す

る
律
僧

の
姿
勢

に
も
窺
え
る
。

こ
の
よ
う
な
律
宗
中

心
の
初
期
興
律
運
動
の
中
に
育

つ
た
人

々
の
中
か
ら
、

江
戸
中
期
頃

か
ら
、
各
宗
門
為
本

の
戒
観
が
提
唱

さ
れ
る
。
真
言
律

、浄

土
律

、

天
台
律
、

法
華
律
、
禅
律
、
融
通
律
な
ど
宗
門
名
を
冠

し
た
通
称

で
呼

ば
れ
る

律
家

で
あ
る
。
霊
雲

寺
浄
厳

は
大
鳥
派

に
律
学
し
な
が
ら
、
師
の
提

唱
し
た
真

言
律
に
於
て
は
、
密
教

的
戒
儀
を
用

い
、
密
教
的
戒
体
論
を
展
開

し
、
梵
綱

経

を
密
意
を
以
て
釈

し
、
僧
制

の
中

で
真
言
行
人

の
規
範
を

強
調
す

る
な
ど
、
真

言
為
本
の
立
場

で
密

と
律
の
融
合

が
企

て
ら
れ
て

い
る
。
慈

空
、
霊

潭
、
敬
首

な
ど
浄
土
律
院
を
創
始

し
た
律
師

は
何
れ
も
律
宗
野
中
寺
派

に
受

具
し
或

は
律

学

し
た
人

々
で
あ
る
が
、
西

大
寺
相
伝

の
戒
儀
を
捨
て
て
湛

然
の
十

二
門
戒
儀

(
天
台
系
)
､
理
路

経

(
天
台
系
)
に
準
拠
し
た
戒
儀

を
自
撰

し
て
用

い
、
或
は

元
照
撰
の
菩

薩
戒
儀

(浄

土
色

が
濃

い
)
を
用

い
、
或
は
四
分
律
を
捨

て
て
十
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諦
律
を
依
用
す
る
な
ど
、
小
律
兼

学
の
点
で
は
南
都
と
歩
調
を
同
じ
く
す
る
も
、

浄

土
宗
為
本
、
律
宗
離

れ
の
思

想
を
打
ち
出
し
て
く
る
。
安
楽
律

の
霊
空
は
、

久
修
園
院
宗
覚
と
戒
学
論
謹

を
反
復
し
た
が

「弾

々
妙
立
破
霊
芝
章
」

の
中

で

「昔

ハ
台
家

ノ
僧
戒
律

二
昧

ク

シ
テ
三
僧
坊

二
尋
問
タ

ル
コ
ト
有

レ
ド

モ
、
今

ハ
我
宗

二
戒
律
甚

タ
明

ナ
リ
、

他
宗

二
往

テ
決

ス
ベ
キ

コ
上
毫
髪

モ
無

シ
」

と

述

べ
て
、
天
台

宗
為
本

の
姿
勢
を
表
明

し
て
い
る
。

こ
れ
ら
江
戸
中
期

の
各
宗

の
興
律
家

に
は

「戒

ハ
仏
法

ノ
通
軌
」
だ
と
云
う

発
言
が
共
ハ
通
に
見
ら
れ
る
。

こ
の
発
言

の
裏

に
は

「
別

二
律
宗
ト
名
ヅ
ク

ル

一

宗

ア
ル
ベ
キ
道
理

ハ
無

ク
候
」
(
浄
厳

・
真
言
律
弁
)

と
い
う
意
趣

が
含

ま

れ

て

い
る
。
即
ち
、
初
期
律
宗
系

の
律
院
僧
坊
を
中
心
と
し
た
戒
律

の
独
占

を
否

定
し
て
戒
律
を
各
宗
派
に
分
散
帰
属
さ

せ
、
受
戒
権
を
各
宗
派
の
律
院

に
従

属

さ
せ
る
方
向
に
進
ん
だ

の
が
江
戸
中
期

の
興
律
運
動

だ
と
云
え
よ
う
。

各
宗
門
に
持
ち
込
ま
れ
た
律
院
は
何

れ
も
小
律
兼
学

で
宗
門
刷
新
教
団
批
判

の
姿
態
を
示
し
た
が
、
こ
れ
に
対
抗
し

て
、
宗
団
の
現
状
擁
護
と
い
う
保
守

的

立
場

の
戒
律
思
想

が
擾
頭
す

る
。

こ
の
立
場

の
人
々
は
官
僧
を
自
称

し
て
従

前

の
律
僧
律
院

を
排
斥

し
、
宗
祖

の
戒

観

へ
の
復
古
を
主
張
す
る
。
即
ち
禅
律

に

反
対
し
て
卍
山
面
山
な

ど
の
禅
戒
論

が
提
唱

さ
れ
、
宗
祖
道

元
に
立
返

つ
て
単

受
梵
綱
戒
を
用

い
禅
戒

一
致

の
戒
学
を

宣
揚

し
た
。
浄
土
律

に
対
抗
し

て
浄
土

円
頓
戒

こ
そ
吉
水
相
伝

の
受
随

で
あ

る
こ
と
を
主
張
し
た
の
が
、
大
玄

の

「円

戒
啓
蒙
」
、
顕
了

の

「
浄
土
宗
円
頓
戒
玄
談
」
、
義
柳

の

「浄

土
戒
学
繊
路
」

で

あ
る
。

小
戒
兼
学

の
安
楽
律
を
排
し

て
宗
祖

の

一
向
大
乗
戒

へ
の
復
古
を
叫
ん

だ
の
が
円
耳
真
流
ら

の
山
家
派

で
、
世

に
云
う
安
楽
騒
動
ま

で
起

こ
し
た
。
真

言
宗
徒
は
宗
祖
の
三
学
録

の
規
定
に
従

つ
て
有
部
律
を
依
用
す

べ
き

こ
と
を
強

調
し
、
四
分
兼
学

の
真
言

律
に
挑
ん
だ

の
が
、
新
別
処
、
福
王
寺
、
松
尾
寺

の

三
僧
坊
を
中
心
と
す

る
有

部
律
派
の
運
動
で
あ
る
。

こ

の
派

の
戒

観

の
特

色

は
、
四
分
を
有
部
に
代
え
た
と

い
う
表
面
上
に
あ
る

の
で
は
な

い
。
三
昧
耶
戒

を
為
本
と
し
、

小
律
は
僧
儀
を
荘
厳

す

る
上
の
補
助
と
し
て
用

い
る
に
過
ぎ
な

い
と
い
い
、
本
山
僧
徒

の
官
僧
と
し
て

の
現
状

の
威

儀
を
肯
定
す
る

こ
と
に
努

め

る
点
に
あ
る
。

先

に
浄
厳

の
真
言
律
が
律
宗
を
否
定
す
る
戒
観
を
提
唱
し
、
今
又
有
部
律
派

が
真
言
兼
学
の
律
宗
を
攻
撃
す
る
に
及

ん
で
、
西
大
寺
及
そ
の
系
列

の
野
申
寺

大
鳥
派
な
ど
の
戒
観
が
真
言
宗
化
す
る
。
西
大
寺
派

の
高
秀

の

「螢
灯
双
筆
」
、

大
鳥
派
実
相
の

「秘
密

一
乗
 

羅
眼
髄
」

「旭

照
霜
露
編
」
、
野
中
寺
派
法
操

の

「密
乗
菩
薩
学
律
住
戒
儀
」
は
何
れ
も
、
霊
雲
寺
派
、
有
部
律
派

の
強

い
影
響

の
下
に
密
教
戒

観
を
展
開
し
て

い
る
。

西
大
寺
派

が
真
言
律
宗
と
世
称
さ
れ
る

の
は
宝
暦
前
後
か
ら

で
あ
る
が
、
天

明
頃

の
記
録
に
は
、
戒
壇
院
は
華
厳
律

宗
、
知
足
院
は
法
相
律
宗
と
さ
れ
、
律

宗
は
招

提
寺

一
派

の
呼
称

と
さ
れ
る
に
至
る
。

こ
の
よ
う
に
江
戸
時
代

の
戒
律

思
想
は
、
常

に
前
車

の
轍
を
修
正
或
は
否
定
し
て
継
起

し
な
が
ら
全
体
と
し
て

は
戒
律

の
宗
派
化
を
進
め
、
戒
学
を

宗
学

の
中
に
埋
没

さ
せ
て
行
く
。

そ
の
結
果
、
戒
学
論
諄
は
宗
論
、
党

論

の
様
相
を

帯
び
、
戒
律

の
実
践

と
は

か
け
離

れ
た
所

で
反
復
さ
れ
、
律
家

は
再

び
民

心
を
失
う

こ
と
に
な

つ
た
。

こ

の
よ
う
な
背
景

の
中
か
ら
、
慈
雲

の
正

法
律

と
い
う
、
釈
尊
在
世
時
の
仏
教

々

団

へ
の
復
帰
を
意
図
し
た
超
宗
派
的
戒
律
思

想
が
提
唱
さ
れ
る
。
こ
の
派

は
、

結

果
的

に
は
真
言
律
の

一
派

の
外
観

に
止
ま
り
明
治
以
後
は
真
言
宗
団

の
中
に

解
消

さ
れ
て
し
ま
う
が
、

そ
の
戒
律
思

想
は
、別
受
為
本
と
超
宗
派
性

の
点

で
、

江
戸
期

の
他

の
す

べ
て
の
戒
観

と
は

き
わ
だ

つ
て
対
照
的
な
位
置
を
占
め

て
い

る
こ
と
を
見
失

つ
て
は
な
ら
な

い
。

宗
門
為
本

の
戒
律

思
想

(
上

田
)
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